
介護保険の利用者限度額の割合

第1号被保険者（65歳以上） 第2号被保険者
（40歳～64歳）

本人の所得金額が
160万以上

本人の所得金額が160万円未満

1割

同一世帯の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第1号被保険者の年金収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

+　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その他の合計所得

単身で　　　　　　
280万円未満

2人以上は　　　　　
346万円未満 左記以外

1割 1割 2割 3割

1


